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償却資産（固定資産税）申告の手引き

久米島町

提出期限は令和８年２月２日（月）です

申告書の提出・お問い合わせ先

〒９０１－３１９３ 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地
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ＴＥＬ：０９８―９８５－７１２７
ＦＡＸ：０９８―９８５－７１２０

●償却資産を所有されている方は、地方税法第３８３条の規定により、毎年１月１日

（賦課期日）現在で所有されている資産について申告義務があります。この手引きを参

考に申告書を作成の上、ご提出ください。

●郵送により提出される方で、受付印を押印した控用申告書の返送を希望される場合は、

必ず返信用封筒（宛名記入・切手貼付）を同封してください。

●久米島町ホームページより申告書様式のダウンロードができます。

●継続して申告される方は、前年度（令和７年度）の期末価額と今年度（令和８年度）

の期首価額が一致しているかご確認ください。

●償却資産をお持ちでない場合や、町外へ転出、事業継承、廃業等があった場合は、申

告書の備考欄にその旨を記載して提出してください。

●前年中に資産の増加及び減少がない場合でも、「償却資産申告書」と共に「種類別明

細書」を必ず提出ください。

～申告の際のお願い～

久米島町 償却資産

様式はこちら
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Ⅰ　償却資産とは

１．償却資産とは

申告が必要な償却資産の例資産の種類

① 物の所有者が取り付けた建物附属設備は、家屋として評価するもの
　　と償却資産として評価するものに区分されますが、家屋と構造上一
　　体となっていない屋外の給排水設備、ネオンサイン、投光器や独立
　　した機械装置としての性格が強い受変電設備、蓄電池設備、特定
　　の生産又は業務の用に供される工場の動力源としての電気設備等
　　は、償却資産として取り扱います（P２「家屋と償却資産の区分」参照）
② 賃借人（テナント）等がその事業のために施工した内装・造作・建築
　　設備等は、賃借人（テナント）等の償却資産として取り扱います。

門、フェンス、舗装路面、緑化施設、独立煙突、広告塔、庭園、固定資産
税上家屋と評価されない簡易プレハブ建物、自転車置き場、テント倉庫等

　償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形の固定資産で、その減価償
却額又は減価償却費が法人税又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算
入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの（これに類
する資産で法人税または所得税を課されない物が所有するものを含みます。）をいいます（地方税法第
341条第４号＜固定資産税に関する用語の意義＞）。
　また、「事業の用に供する」とは、必ずしも所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用す
る場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含まれます。

償却資産の種類とその具体例について

構築物

建物附属設備

第１種

各種製造・加工・修理等の機械設備、機械式駐車設備、土木建設機械、
ガソリンスタンド設備、クリーニング設備、印刷機械等

漁船、貸ボート、遊漁船、客船、モーターボート、はしけ等

飛行機、ヘリコプター、グライダー等

機械及び装置第２種

船 舶第３種

航空機第４種

車両及び

運搬具
第５種

工具・器具

及び備品
第６種

フォークリフト等の大型特殊自動車（ナンバーの分類番号が9、90～99、
900～999のもの）、構内運搬車等
　※自動車税や軽自動車税の課税対象となるものを除きます。

パソコン、構造上家屋と一体となっていないエアコン、理容・美容機器、各
種医療機器、パチンコ器、カウンター、応接セット、陳列ケース、レジス
ター、金庫、自動販売機、テレビ、カラオケ等の音響機器、冷蔵庫、℡、看
板、じゅうたん、治具・金型、貸衣装、貸植木、カーテン等
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ルームエアコン（壁掛型）、特定の生産又は業務用
設備

屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備

家屋と設備等の所有関係が同じ場合

（自己所有家屋に取り付けた設備等）
家屋

として評価

償却資産

として申告
建築工事 内装・造作等 床・壁・天井仕上、店舗造作等工事一式 〇

設備等の種類 設備等の分類 設備等の内容

中央監視設備 設備一式 〇

屋外設備一式 〇

受変電設備 設備一式（キュービクル等） 〇

予備電源設備 発電機設備、蓄電池設備、無停電電源設備等 〇

特定の生産又は業務用設備 〇

屋内設備一式 〇

電力引込設備 引込工事 〇

配管・配線、端子盤等 〇

LAN設備 設備一式 〇

上記以外の設備（エレベータ・空調設備用等） 〇

電話機、交換機等の機器 〇

〇

受像機（テレビ）、カメラ、録画装置等の機器 〇

配管・配線等 〇

マイク、スピーカー、アンプ等の機器 〇

配管・配線等 〇

主な設備等を例示しますと、次のとおりです。

電気設備

電灯コンセント設
備、照明器具設備

監視カメラ
（ITV）設備

放送・拡声設備

上記以外の設備 〇

工場用ベルトコンベア、垂直搬送機 〇

〇

特定の生産又は業務用設備 〇

消火器、避難器具、ホース及びノズル、ガスボンベ等 〇

消火栓設備、スプリンクラー設備等 〇

〇

衛生設備 設備一式（洗面器、大小便器等）

屋内の配管等 〇

電話設備

動力配線設備

屋内の配管等、高架水槽、受水槽、ポンプ等 〇

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降
機（ダムウェーター）等 〇

〇

屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備 〇

局所式給湯設備（洗面台等に直結の電気温水器等） 〇

避雷設備 設備一式 〇

火災報知設備 設備一式

外構工事 外構工事 工事一式（舗装・門・塀・緑化施設等） 〇

顧客の求めに応じるサービス設備（飲食店・ホテル・
百貨店等）、寮・病院・社員食堂等の厨房設備 〇

上記以外の設備（給湯室のミニキッチン等） 〇

２．家屋と償却資産の区分表

家屋と設備等の所有関係が異なる（テナント等）場合は当該設備等はすべて償却資産申告の対象です。

その他の設備等

給排水設備

給湯設備

ガス設備

空調設備

換気設備

運搬設備

厨房設備

その他の設備

冷凍・冷蔵倉庫における冷却装置、ろ過装置、
POSシステム、広告塔、ネオンサイン、文字看板、
袖看板、簡易間仕切（衝立）、機械式駐車設備
（ターンテーブルを含む）、駐輪設備、ゴミ処理設
備、メールボックス、カーテン・ブラインド等

〇

給排水衛生設備

消火設備

上記以外の設備 〇
空調設備

局所式給湯設備（ユニットバス用等、給湯配管を
伴うもの）、中央式給湯設備 〇
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立体駐車場のターンテーブル及び機器部分、ブロック塀、太陽光発電設備な
ど

冷凍機、肉切断機、挽肉器、電子秤、冷蔵ストッカー、陳列ケース、冷蔵庫、
自動販売機、POSシステムなど

パチンコ・パチスロ器、ゲーム器、パチンコ器取付台（シマ工事）、玉洗浄配給
装置、両替機、玉計数機、受変電設備、蓄電池設備、パチンコ機器等の動力
配線等両替機、カラオケ機器、スクリーン設備

駐車場業
受変電設備、フェンス・屋外照明・舗装等の外構工事、駐車料金自動計算装
置、機械式駐車設備等

小売業
食肉鮮魚販売業

加工・修理業

娯楽業 

不動産貸付業 

洗濯機、脱水機、ドライ機、スリーブ、プレス、モーター、ミシンなど

医（歯）業

ホテル・旅館業 ベッド、カラオケ機器、製氷機、厨房設備、自動販売機、電話交換設備など

旋盤、ボール盤、フライス盤、プレス、圧縮機、測定工具、検査工具、塗装ブー
ス、工業用水道、溶接機、貯水設備など

レントゲン機器、調剤機器、ファイバースコープ、消毒用殺菌機器、手術機器、
歯科診療ユニット、待合室の椅子など

クリーニング業

３．申告が必要な資産

４．業種別の主な償却資産

　令和８年１月１日現在において、事業の用に供することができる資産です。なお、次に掲げる資産
も申告の対象となりますのでご注意ください。
① 建設仮勘定で経理されている資産（完成して事業の用に供している部分）
② 簿外資産（会社の帳簿に記載されていない資産）
③ 償却済資産（減価償却を終えた資産）
④ 遊休資産（稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産）
⑤ 未稼働資産（既に完成しているが、まだ稼働していない資産）
⑥ 資本的支出としての改良費（新たな資産の取得とみなされ、本体とは独立した資産）
⑦ 赤字決算などのために減価償却を行っていない場合でも、本来減価償却が可能な資産
⑧ 使用可能な期間が１年未満または取得価額が２０万円未満であっても、個別に減価償却してい
資産
⑨ 取得価額が３０万円未満の資産で、税務会計上租税特別措置法第２８条の２又は第６７条の５の
適用により即時償却した資産
⑩ 本来の事業に直接使用する資産のほか、従業員の福利厚生のために所有している資産

カウンター、室内装飾品、カラオケ機器、自動販売機、ステレオ、放送設備、タ
オル蒸器、冷蔵庫、ガスレンジ等の厨房用品、製麺機、日よけなど

理・美容椅子、消毒殺菌機、タオル蒸器、洗面設備、ドライヤー、サインポール
など

理・美容業 

業種 主な償却資産の内容

受変電設備、看板、屋外広告塔、舗装路面、外灯、テナント内部造作、緑化施
設、庭園、ネオンサイン、キャビネット、応接セット、コピー機、タイムレコー
ダー、テレビ、エアコン、金庫、机・椅子、パソコン、LAN設備、レジスター、外
構工事（フェンス・植栽）など

各業種共通

飲食業 
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償却方法

取得価額 10万円以上

20万円未満

⑤ 牛、馬、果樹その他の生物（ただし、観賞用興行用及びこれらに準ずる用に供するものは、申告の対

象です）

※１ 法人税法施行令第１３３条又は所得税法施行令第１３８条

※２ 法人税法施行令第１３３条の２第１項又は所得税法施行令第１３９条第１項

※３ 中小企業特例を適用できるのは、平成１８年４月１日から令和８年３月３１日までに取得した資産

です。（租税特別措置法第２８条の２、第６７条の５）

※４ 個人の方については、平成１０年４月１日以降開始の事業年度に取得した１０万円未満の資産はす

べて必要経費となるため、個別に減価償却することはありません。（所得税法施行令第１３８条）

※5 令和４年４月１日以降に取得した資産の内、貸付（主要な事業として行われるものを除く）の用に供

する資産は、当該償却方法の対象外です。

 その他、国税との取扱いの違いは５ページをご参照ください。

① 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの

② 無形固定資産（特許権、商標権、営業権、水道施設利用権、ソフトウェア等）

③ 繰延資産（開業費、試験研究費等）

④ 棚卸資産（貯蔵品、商品等）

— — — 

 地方税法第３４１条第４号及び地方税法施行令第４９条の規定により、下記(１)～(３)に記載する資産

については、固定資産税（償却資産）の申告対象から除かれます。

(1) 取得価額１０万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの

(2) 取得価額２０万円未満の資産のうち３年間で一括償却したもの

(3) 地方税法施行令第４９条ただし書による、法人税法第６４条の２第１項又は所得税法第６７条の２第

１項に規定するリース資産のうち、取得価額が２０万円未満のもの。

ただし、下記(４)、(５)に記載する資産は固定資産（償却資産）の申告対象となりますのでご注意くださ

い。

(4) 租税特別措置法の規定により、中小企業特例を適用して損金算入した資産

(5) 少額であっても、個別に減価償却することを選択した資産

20万円以上

30万円未満
30万円以上 

個別減価償却※４

申告対象外

申告対象外

一時損金算入／必要経費※１ ※５

６.少額の減価償却資産の取扱いについて 

５.申告の必要がない資産

⑥ 取得価額が１０万円未満の償却資産で、かつ税務会計上一時に損金又は必要な経費に算入された資産

⑦ 取得価額が２０万円未満の償却資産で、かつ税務会計上３年間で一括して均等償却した資産

申告対象

３年一括償却※２ ※５

リース資産 (ファイナンス・リース)

中小企業特例※３ ※５

(租税特別措置法適用）
申告対象

申告対象

10万円未満

申告対象外

— 

— — 
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※２ 国税においては、平成１９年度の税制改正により、平成２０年４月１日以降に締結した所有者移転外リース

所有者であるリース会社・賃貸人が納税義務者になります。

※３ 租税特別措置法において、中小企業に該当する法人・個人事業者については、取得価額が３０万円未満

の減価償却資産を損金に算入できる措置が講じられていますが、この特例は国税に関する制度ですので、

地方税である固定資産税（償却資産）では適用されません（５ページ参照）。

 従って、この特例による損金算入した資産は、固定資産税（償却資産）の申告対象となります。

7．国税の取扱いと主な違い　

固定資産税（償却資産）と国税では取扱いが異なる点がありますので、ご留意ください。

項目 固定資産税（償却資産）の取扱い 国税の取扱い（法人税・所得税）

償却計算の期間 賦課期日（１月１日） 事業年度（決算期）

減価償却の方法

原則として旧定率法を適用
固定資産評価基準※1に定める原価率

によります。

【平成１９年３月３１日以前取得】
旧定率法、旧定額法等の選択制度

（建物については旧定額法）
【平成１９年４月１日以降取得】
定率法、定額法等の選択制度

（建物については定額法）

特別償却・割増償却・即時償却

（租税特別措置法） 認められません 認められます

評価額の最低限度 取得価額の１００分の５ 1 円（備忘価格）

前年中の新規取得資 半年償却（１/２） 月割償却

圧縮記帳の制度 認められません 認められます

所有権移転外リース

の資産※2

所有者（リース会社・賃貸人）が申

告
原則として賃借人が減価償却

区分評価（改良を加えられた資産と

改良費を区分して評価）
原則区分評価

償却済資産 事業の用に供していれば申告 減価償却していない
共有資産 持ち分を合算して共有名義で申告 持ち分それぞれを減価償却

改良費（資本的支出）

について、原則として売買として取扱われることになりましたが、固定資産税（償却資産）においては、従来通り

※１ 固定資産評価基準とは、地方税法３８８条に基づく総務大臣の告示です。

中小企業等の少額減価償却

資産の取得価額の損金算入の特例※3

 

（租税特別措置法）

認められません

損金算入が可能

（租税特別措置法第２８条の２、

第６７条の５、旧第６７条の８）

-5-



対象となる太陽光発電設備をお持ちの方は、償却資産の申告をお願いします。

8.太陽光発電設備について

太陽光発電設備も固定資産税の対象となる場合があります！

例えば
　●太陽光発電設備のある家を新築した、購入した
　●土地や家屋に太陽光発電設備をつけた
　●相続した家屋に太陽光発電設備がついていた
　●太陽光発電設備による電力を農業やアパート経営など、個人で事業に使っている　　等

【太陽光発電設備に係る償却資産課税対象フローチャート】

太陽光発電設備がありますか？はい いいえ

設置者は個人・法人どちらですか？法人 個人

用途は家庭用・事業用どちらですか？

事業用

家庭用

発電出力は10ｋｗ以上or未満？

以上

未満

全量売電ですか？はい いいえ

課税対象

申告書の提出が必要
償却資産としての申告は

不要
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特例対象設備

【課税対象となる太陽光発電設備】

　〇太陽光パネル（家屋の屋根材となっている場合を除く）　　〇架台　　〇接続ユニッ
ト
　〇パワーコンディショナー　　〇表示ユニット　　〇電力量計　　等
　※太陽光発電設備を減価償却する際に用いる耐用年数は１７年となります。

【課税標準の特例】

　平成24年5月29日から平成28年３月31日までの間に取得された設備については、一定の要件を満た
す「売電型」（※１）の設備が特例の対象でしたが、平成28年度税制改正により、平成28年4月1日から平
成30年3月31日までの間に取得された設備については、一定の要件を満たす「自家消費型」（※２）の
設備に適用されることになりました。
　また、平成30年4月1日以降に取得した設備については、発電の出力量により適用される特例割合が
異なります。

平成24年5月29日～
　　　　　　平成28年3月31日

取得時期
平成28年4月1日～
　　　　　　平成30年3月31日

平成30年4月1日～

※１「売電型」
固定価格買取制度の認定
を受けた太陽光発電設備
で、
発電出力が10ｋｗ以上のも
の

※２「自家消費型」
固定価格買取制度対象外
かつ再生可能エネルギー事
業者支援事業補助金を受
けて取得した発電設備で、
発電出力が10ｋｗ以上のも
の

※２「自家消費型」
固定価格買取制度対象外
かつ再生可能エネルギー事
業者支援事業補助金を受
けて取得した発電設備で、
発電出力が10ｋｗ以上のも
の
（出力量により適用される特
例割合が異なります）

新たに固定資産税が課されることになった年度から３年分
に限り、課税標準額を２／３に軽減します。（１／３を減額）

〇出力1,000ｋｗ未満
　新たに固定資産税が課さ
　れることになった年度から
　３年度分に限り課税標準
　額を２／３に軽減します。

〇出力1,000ｋｗ以上
　新たに固定資産税が課さ
　れることになった年度から
　３年度分に限り課税標準
　額を３／４に軽減します。

特例期間
特例内容

根拠法令

①償却資産申告書・種類別明細書
②固定資産税（償却資産）課税標準の特例適用申請書
③一般社団法人日本環境協会（平成30年3月31日までは一般社団法人　環境共創イ
　ニシアチブ）が発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通
　知書」の写し

提出書類

地方税法附則第15条第25項
同法施行規則附則第6条第55項及び56項
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Ⅱ．償却資産の申告について

１．申告していただく方

　令和８年１月１日現在、久米島町内に償却資産を所有されている方は、所有状況を申告していただく
必要があります。

２．申告方法と提出書類

①一般の申告方法（所定の申告用紙により申告していただく場合）

提出書類

令和７年1月2日から令和８
年1月1日までに増加又は減
少した資産
（前年度までの申告漏れ資産）

償却資産申告書（償却資産課税台帳）
種類別明細書（増加資産・全資産用）
種類別明細書（減少資産用）

★前年度以前に申告をされ
ている方

②電算処理により申告される場合

申告していただく資産申告対象者

★今回初めて申告される方
★令和７年１月２日以降に新規
に事業を開始された方

令和８年１月１日現在、久米
島町内に所有されているす
べての償却資産

償却資産申告書（償却資産課税台帳）
種類別明細書（増加資産・全資産用）

　申告者自らの電算システムにより、全所有資産について評価額等を計算した上で申告していただ
く方法です。
　本町様式に準じた形で、記載事項のすべてを記載してください。
　なお、前年中に資産の増減がある場合には、増減がわかる明細書の提出をおねがいします。

③電子申告の場合

　eLTAXを利用した電子申告もご利用いただけます。
　利用方法等の詳細はeLTAX：地方ポータルシステムのホームページ（http://www.eltax.jp/)をご
参照ください。

３．申告時の注意事項

　①償却資産を所有されていない場合、事業の解散、廃業、転出等の場合、又は前年中の資産
　　の増減がない場合も、申告書備考欄にその旨を記入の上、必ず申告書を提出してください。
　②平成20年度税制改正において、「機械及び装置」を中心に法定耐用年数の改正が行われま
　　した。過去に申告された資産の中に該当するものがあれば、改正後の耐用年数を申告する必
　　要があります。
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久米島町ではeLTAXを利用した固定資産税（償却資産）の電子申告を受け付けています。

 久米島町では地方税法第３５４条の２の規定により、所得税又は法人税に関する書類に

ついて閲覧を行っていま す。閲覧した書類の内容と、久米島町への申告内容に差異が見受

けられた場合は、個別に確認をさせていただきま すのでご協力をお願いします。 なお、申

告依頼に応じていただけない場合、調査で把握した償却資産の内容を基に賦課決定を行う

ことがあります。

７．電子申告（インターネット上からの申告）について 

４．申告内容の確認調査についてのお願い

５．国税資料等の閲覧について

 償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第３５３条及び第４

０８条に基づき電話での問合せや資料提供の依頼を行っておりますので、ご協力をお願い

いたします。この調査に伴い資産の申告漏れ等が判明した場合は、申告内容の修正をお願

いすることがありますので、ご了承ください。

６．申告をしなかった場合・虚偽の申告をした場合

正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法３８６条及び久米島町税条例第

75条の規定によ 10万円以下の過料を科されることがあるほか、地方税法３６８条の規定に

より、不足額に加えて延滞金を徴収する場合があります。また、虚偽の申告をされた場合

には、地方税法第３８５条の規定より、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科されるこ

とがあります。

申告書の提出は による電子申告をご利用ください。

ご利用開始・利用方法などについては、ホームページをご覧いただくか、

eLTAXヘルプデスクまでお電話ください。

ホームページ： https://www.eltax.lta.go.jp/

電話：０５７０－０８１４５９（ハイシンコク）

上記の電話番号でつながらない場合 ０３－５５２１－００１９

（土日祝・年末年始を除く、平日９：００～１７：００）
ホームページはこちら
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〇「3.個人番号又は法人番号」欄には、所有者の個人
　番号（行政手続における特定の個人を識別するため
　の番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定す
　る個人番号をいう。）又は法人番号（同条第15項に規
　定する法人番号をいう。）を記入してください。

〇事業の内容を具体的に記入してください。
　複数の事業を行っている場合は、主たる事業種目を
　記入してください。

〇事業を開始した年月又は法人の設立年月を記入し
　てください。

〇この申告に応答する者及び税理士等の氏名と電話
　番号を必ず記入してください。

１．償却資産申告書の記入例

Ⅲ．申告書の作成

提出する年月日を記入してください。

個人の場合は住所（居住地）、法人の場合は

本店所在地を記入してください。

納税通知書や申告書等の送付先の指定があ

れば記入してください。

個人の場合は署名の上、屋号があれば記入してく

ださい。

法人の場合は名称及び代表者名を記入してくださ

い。

町内における事業所等資産の所在地を記入してく

ださい。

借用資産の有無について、該当する方を〇で囲ん

でください。

借用資産がある場合は、貸主の住所、名称等を記

入してください。

記入の必要はありません。

（電算処理により申告される方を除く）

前年度申告資産から増減のない場合や該当資産がない場合、廃業や解散等の場合も必ず申告してください。

廃業や解散等の異動があった場合は、異動年月や異動内容を付記してください。
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（資産の種類）
　1.構築物
　2.機械及び装置
　3.船舶
　4.航空機
　5.車両及び運搬具
　6.工具、器具及び備品

（増加事由）
　資産の増加事由について、
　該当する番号を〇で囲んで
　ください。
　　1.新規取得
　　2.中古品取得
　　3.移動による受入れ
　　4.その他

（摘要）
　増加事由が
　「3.移動」「4.その他」に該当
　する場合は、その内容を記
　入してください。
　また、課税標準の特例適用
　や特記事項があれば記入し
　てください。

２．種類別明細書（増加資産・全資産用）の記入例

（取得年月）の年号

昭和 → 3

平成 → 4

令和 → 5

増加資産の申告をする場合は

「増加資産」を、所有する全資

産の申告をする場合は「全資

産」を〇で囲んでください。

（耐用年数）

法定耐用年数に基づい

て記入してください。

この種類別明細書が「何枚あって

うち何枚目か」を記入してください。

この計が償却資産申告書の「前年中に取得

したもの（ハ）」の合計欄と一致します。
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　３．種類別明細書（減少資産）の記入例 この種類別明細書が「何枚あって

うち何枚目か」を記入してください。

（資産の種類）（抹消コード）（取得価額）（減少の事由及び区分）

減少資産について、資産の種類、資産番号及び取得価額を記入してください。

減少の事由と全部・一部の区分は、該当する番号を〇で囲んでください。

（資産の一部が減少した場合）

減少の区分は「2.一部」とし、減少した資産の数

量と取得価額を記入してください。

なお、「摘要欄」には、「当初取得価額〇〇〇

円（数量〇〇）のうち、〇〇円（数量〇）」等と記

入してください。

資産の名称、取得年月及び耐用年数を修正

する場合

減少の事由は「4.その他」とし、資産の種類と資

産番号、訂正箇所の正しい内容のみ記入して

ください。

なお、「摘要欄」には「資産の名称変更」等の修

正事由を記入してください。

※平成20年度税制改正による「機械及び装置」

の耐用年数の変更の場合は、「摘要欄」に「省

令改正」と記入してください。

（資産の種類及び取得価額を修正する場合）

減少の事由は「4.その他」とし、この種類別明細

書（減少資産用）に一度滅失記入をするととも

に、種類別明細書（増加資産・全資産用）に正

しい内容を再登録してください。

なお、「摘要欄」には「種類の変更」等の修正理

由を記入してください。

この計が償却資産申告書の「前年中に減少したもの（ロ）」の合計欄と一致します。
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